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○いわき市建設工事等に係る入札及び契約の公表に関する要綱 

平成13年３月30日制定 

改正 

平成25年12月３日 

平成28年７月14日 

令和２年３月18日 

令和４年３月17日 

いわき市建設工事等に係る入札及び契約の公表に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。

以下「法」という。）及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法施行令（平成13年政

令第34号。以下「政令」という。）に定めるもののほか、建設工事の請負又は建設工事に係る測量、

調査若しくは設計の委託に係る入札結果等の公表に関する基準を定めることにより、建設工事等の

公正な入札の執行を確保するとともに開かれた行政運営に資することを目的とする。 

（公表事項） 

第２条 法及び政令に定める入札の過程又は契約の内容に関するもののほか、入札及び契約に関して

の公表に関する事項（以下「入札結果等」という。）は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 政令第７条第２項に規定する入札の過程に関する事項であって、予定価格が250万円以下の建

設工事に係るもの 

(２) 建設工事に係る測量、調査及び設計の委託に係る指名競争入札の過程に関する事項 

(３) 政令第７条第２項に規定する契約の内容に関する事項であって、予定価格が250万円以下の建

設工事に係るもの 

(４) 建設工事に係る測量、調査及び設計に係る委託契約（随意契約を含む。）の内容に関する事

項 

(５) 建設工事に係る競争入札における予定価格及び最低制限価格（総合評価方式の場合にあって

は調査基準価格並びに失格基準をいう。） 

(６) 建設工事に係る測量、調査及び設計の委託に関する競争入札における予定価格予定価格及び

最低制限価格 

(７) 契約金額を変更した場合の変更契約の内容に関する事項 

（公表の方法） 
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第３条 入札結果等の公表は、入札執行担当課において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定

める様式の閲覧に供することにより行うものとする。 

(１) 前条第１号及び第５号に規定する事項 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表（第１号様

式） 

(２) 前条第２号及び第６号に規定する事項 委託入札参加者及び入札結果一覧表（第２号様式） 

(３) 前条第３号及び第４号に規定する事項 建設工事等契約内容書（第３号様式） 

(４) 前条第７号に規定する事項 変更契約の内容（第４号様式） 

２ 政令第５条第２項第２号の公衆の閲覧は、前項各号に定める様式で公表できる事項については、

当該様式により公表し、それ以外の公表すべき事項については、別に定めるものとする。 

３ 第１項の規定による閲覧は、閲覧所を設け、及びインターネットを利用して閲覧に供する方法に

よるものとする。 

（公表の時期） 

第４条 入札結果等は、次の各号に掲げる日（その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下この項において「日曜日等」という。）に当たると

きは、その日前において、その日に最も近い日曜日等でない日）の区分に応じ当該各号に定める事

項を公表するものとする。 

(１) 指名通知の日（一般競争入札の場合は公告の日） 第１号様式中「工事名」から「工事担当

課」までに係る事項及び第２号様式中「委託名」から「委託担当課」までに係る事項 

(２) 落札者決定の日 第１号様式及び第２号様式とも前号に掲げる事項以外の事項 

(３) 契約（議会の議決を要するものについては仮契約）締結の日 第３号様式に掲げる事項 

(４) 変更契約締結の日 第４号様式に掲げる事項 

（公表の期間） 

第５条 公表する期間は、公表した日（契約締結前に公表した事項については、契約を締結した日）

の翌日から起算して１年を経過する日までとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成13年４月１日から実施する。 

２ いわき市建設工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱（昭和57年11月１日制定）は、廃止す

る。 

附 則（平成19年４月１日） 

この要綱は、平成19年４月１日から実施する。 
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附 則（平成20年４月１日） 

この要綱は、平成20年４月１日から実施する。 

附 則（平成25年12月３日） 

この要綱は、平成25年12月４日から実施する。 

附 則（平成28年７月14日） 

この要綱は、平成28年８月１日から実施する。 

附 則（令和２年３月18日） 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

附 則（令和４年３月17日） 

この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 
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第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第３条関係） 
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第４号様式（第３条関係） 

 


